
加算料金について 

 
以下は１割負担者の方の加算料金です。このため、２割負担者の方はそれぞれ２倍の金額に、

３割負担者の方はそれぞれ３倍の金額になります。 

 

(1)   加算料金Ⅰ・・・・・予防給付・介護給付共通     

① 送迎加算 

入所時及び退所時に送迎を行った場合 

                 送迎加算 片道１８４円（往復３６８円） 

② 個別リハビリテーション実施加算 

個別リハビリテーション計画を作成し、計画に基づき利用者に対して個別リハビリテ

ーションを２０分以上実施した場合 

個別リハビリテーション実施加算 ２４０円／日 

③ 療養食加算 

医師の食事箋に基づく療養食を提供した場合（１日に３回を限度） 

        療養食加算 ８円／回 

【療養食】： 医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容 

を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓 

病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食。 

    ④ 夜勤職員配置加算             夜勤職員配置加算  ２４円／日 

⑤ 若年性認知症利用者受入加算 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に当該利用

者の特性やニーズに応じたサービス提供を行う場合 

                  若年性認知症利用者受入加算    １２０円／日 

⑥ サービス提供体制強化加算 

     介護職員の総数のうち、介護福祉士が６０％以上配置されている場合 

                  サービス提供体制強化加算（Ⅱ）   １８円／日 

     介護職員の総数のうち、介護福祉士が５０％以上配置されている場合 

                  サービス提供体制強化加算（Ⅲ）    ６円／日 

⑦ 介護職員処遇改善加算 

介護職員等の処遇改善を図り、介護職員等の確保と定着につなげていくことを 

目的としています。 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）    所定単位数×７．５%の額 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）ロ  所定単位数×９．７％の額 

＊令和 8 年 6 月より、介護職員処遇改善加算（Ⅰ）ロ へ変更。 
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(2)   加算料金Ⅱ・・・・・介護給付のみ加算 
 

⑪ 認知症ケア加算 

日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから、介護を

必要とする認知症の利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合  

認知症ケア加算 ７６円／日 

⑫ 重度療養管理加算 

要介護４又は要介護５で、別に厚生労働大臣の定める状態にある利用者に対し、計

画的な医学的管理を継続的に行いかつ療養上必要な処置を行なった場合 

重度療養管理加算 １２０円／日 

（注）別に厚生労働大臣が定める状態 

      イ 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態 

      ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 

      ハ 中心静脈注射を実施している状態 

二 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態 

ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している 

状態 

へ 膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者障害程度等級表の 4 級以上 

に該当し、かつ、スト―マの処置を実施している状態 

        ト 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 

      チ 褥瘡に対する治療を実施している状態 

      リ 気管切開が行われている状態 

⑬ 緊急短期入所受入加算 

利用者の状態や家族等の事情により、居宅の介護支援専門員が必要と認め、緊急に

短期入所療養介護を行った場合、入所日から７日（やむをえない事情がある場合には

１４日）を限度として算定 

緊急短期入所受入加算 ９０円／日 

⑭ 緊急時施設療養費（緊急時治療管理） 

      入所者の病状が著しく変化した場合にその他やむを得ない事情により行われる投

薬、検査、注射、処置等を行った場合（１月に１回、連続する３日を限度） 

緊急時施設療養費  ５１８円／日 

⑮ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 

       利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期入所療養介護が必要

であると医師が判断し、判断日又はその翌日入所した場合（７日間を限度） 

                 認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２００円／日 
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⑯ 総合医学管理加算 

       利用者に対し診療方針を定め、投薬・検査・注射・処置等を行い、利用者の主治の

医師に対して、診療状況等の必要な情報の提供を行った場合（１０日間を限度） 

                         総合医学管理加算 ２７５円／日 

   ⑰ 口腔連携強化加算 

      口腔の健康状態を評価した場合において、利用者の同意を得て歯科医療機関及び 

     介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合（１月に１回を限度） 

                      口腔連携強化加算  ５０円／回    

   ⑱ 生産性向上推進体制加算 

      介護現場における生産性の向上に資する取り組みの促進を図る観点から、必要な安

全対策を講じた上で、見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入し、業務改善を継

続的に行うとともに、一定期間ごとに、業務改善の取り組みによる効果を示すデータ

の提供を行った場合 

                  生産性推進向上体制加算（Ⅰ） １００円／月       

                   生産性推進向上体制加算（Ⅱ）  １０円／月    

(3)   居住費及び食費 
 一日当たり居住費・食費の利用料金（自己負担金）について 

＊2026年 8月からの見直し箇所上段細字が 7月までの額で下段太字が 8月からの額となります。

(居住費：第 3 段階②従来型個室・多床室の金額変更)  (食費：第 3 段階①・②の金額変更) 

利 用 者 の 負 担 段 階 

居 住 費 

食費 従 来 型 

個 室 
多床室 

第１段階 

本人及び世帯全員が市民税非課税で

あって老齢福祉年金受給者、生活保護

の受給者 

５５０円 ０円 ３００円 

第２段階 

本人及び世帯全員が市民税非課税で

あって本人の合計所得金額+課税年金

収入額が８０万円以下の方 

５５０円 ４３０円 ６００円  

第３段階

① 

本人及び世帯全員が市民税非課税で

あって利用者負担段階第２段階以外

の方 

１，３７０円 ４３０円 
１，０００円 

１，０３０円 

第３段階

② 

本人及び世帯全員が市民税非課税で

あって利用者負担段階第２段階以外

の方 

１，３７０円  

１，４７０円 
４３０円  

１，３００円 

１，３６０円 

第４段階 上記以外の方 １，７２８円 ４３７円 １，６４５円 

※ ただし、利用者の負担段階が第１段階～第３段階の方は、介護保険負担限度額認定申請が 

必要です。 
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※ 年金収入金額：年金収入金額とは課税年金収入額＋非課税年金収入額 

※ 下記の①又は②のいずれかに該当する場合、特定入所者介護サービス費又は特定入所者介 

護予防サービス費の給付対象にはなりません。 

 ① 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者の場合 

 ② 住民税非課税世帯（世帯分離している配偶者も住民税非課税）でも、預貯金等が下記の 

金額を超える場合 

  ・第 1 段階  ：預貯金等が単身で 1,000 万円、夫婦で 2,000 万円を超える場合 

  ・第 2 段階  ：預貯金等が単身で 650 万円、夫婦で 1,650 万円を超える場合 

  ・第 3 段階① ：預貯金等が単身で 550 万円、夫婦で 1,550 万円を超える場合 

  ・第 3 段階② ：預貯金等が単身で 500 万円、夫婦で 1,500 万円を超える場合 

※ 第４段階の食費については、基準費用額は１，４４５円です。 

  第４段階の食費、基準費用額は、２０２６年８月より１,５４５円です。       

 (4)  その他の料金（介護保険の給付対象にならないもの） 
     介護保険の給付対象にならない、その他の利用料金は下記のとおりです。 

 
費用の対象 金額 費用の内容等 

日用品費 １５０円／日 

ティッシュペーパー、ウエットティッシュ、石鹸、入浴剤、

シャンプー、リンス、ボディソープ、タオル、バスタオル、

楽のみ、マグカップ、食事用エプロン、保湿クリーム、 

口腔ケア用品（歯ブラシ、歯磨き粉、ポリデント類、モン

ダミン類等）、アームカバー、レッグウォーマー、靴下、

クッション、座布団、蓋つきバケツ、Ｐトイレ用品（消臭

スプレー、シート等）、その他 

教養娯楽費 １００円／日 

誕生会、敬老会、クリスマス会、忘年会、お花見、運動会、

秋祭り、ふれあいステージ、ドライブ、娯楽用機器類、Ｄ

ＶＤ類、写真代、その他各種イベント用品。 

理容料 １，５００円／回 美容料はそれぞれの希望に応じて実費となります。 

洗濯料 ６６０円／袋 外部業者への依頼となります。 

クラブ活動費 ５０円／回 書道クラブ、調理クラブ、絵手紙クラブ等 

電気使用料 ５０円／日 テレビ・電気毛布・ラジオをご使用の方 

予防接種費 実  費 インフルエンザ予防接種料等 

 

※ オムツ使用に係る費用に関しましては利用者のご負担はございません。（ただし、外出 

や外泊時は除きます。） 


